
１．基本情報

２．独立役員・社外役員の独立性に関する事項

a b c d e f g h i j k l
該当
なし

1 社外取締役 ○ 　 ○ 有

2 社外取締役 ○ 　 ○ 有

3 社外取締役 ○ △ 有

4 社外取締役 ○ 　 ○ 新任 有

5 社外監査役 ○ △ 　 有

6 社外監査役 ○ ○ 有

7 社外監査役 ○ △ 　 有

３．独立役員の属性・選任理由の説明

1

2

3

4

5

6

7

鈴木千佳子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、長年にわたり会社法の研
究と教育に従事しており、その深い知識と専門性は、当社のガバナンス体制の強化に大
いに寄与するものと考えています。特に、当社の事業戦略において重要な位置を占める
M&Aに関して、同氏の専門的な知見と分析力は、法的リスクの評価や契約交渉において
適切な監督・助言をいただけるものと期待して、当社社外取締役として選任していま
す。
また、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」および東京証券取引所が定める独立
性基準に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、同氏を独立
役員として指定しています。

田中 信哉

該当状況についての説明（※４）

該当事項はありません。

⽤弘美⽒は、当社グループの取引先である全日本空輸株式会社の出身者で

す。直近事業年度において、当社グループにおける同社の売上構成比は
0.08％ですが、同社が属する ANAグループ全体では、売上構成比は2.2％
となります。当社グループはANAグループ全体と一定量の取引があります
が、同氏は初選任された当社第55期定時株主総会（2023年６月開催）の
４年前に全日本空輸株式会社を退社しており、独立性に影響を及ぼすもの
ではないと判断しています。

田中信哉氏は、当社グループの取引先であるみずほ信託銀行株式会社、株
式会社みずほフィナンシャルグループ、みずほ不動産販売株式会社の出身
者です。当社グループにおける各社の売上構成比は、みずほ信託銀行株式
会社1.0％、株式会社みずほフィナンシャルグループ0.5％、みずほ不動産
販売株式会社0.2％ですが、株式会社みずほフィナンシャルグループが統
括するみずほグループ全体では、7.5％となります。当社グループはみず
ほグループ全体と一定量の取引がありますが、同氏は初選任された当社第
56期定時株主総会（2024年６月開催）の８年前に株式会社みずほフィナ
ンシャルグループを退社しており、独立性に影響を及ぼすものではないと
判断しています。

選任の理由（※５）番号

白畑尚志氏は、直接会社経営に関与された経験はありませんが、監査法人の代表社員と
して監査法人の経営や業務執行に携わった経歴があります。また公認会計士として、財
務および会計に関する専門的な知識と豊富な業務経験を有しています。さらに、就任以
来、取締役会のみならず、各委員会において、それらの知見に基づいた有効な意見・見
解を示していただいていることから、引き続き、財務、資本政策など当社グループ経営
へ適切な監督・助言をいただけるものと期待して、当社社外取締役として選任していま
す。
また、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」および東京証券取引所が定める独立
性基準に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、同氏を独立
役員として指定しています。

入野泰一氏は、経済産業省において、長らく我が国の経済および産業の発展に寄与され
た豊富な経験と知見、高い倫理観を有しています。同氏が有するこれらの経験と識見が
当社グループの実効的な監査に寄与いただけるものと判断し、社外監査役として選任し
ています。
また、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」および東京証券取引所が定める独立
性基準に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、同氏を独立
役員として指定しています。

田中信哉氏は、金融機関における豊富な業務経験を持つとともに、会社経営の経歴も豊
富です。また、現在、他社の独立社外監査役に就任しているなど、企業運営や監査に関
する豊富な経験と知見を有しています。同氏が有するこれらの経験と識見が当社グルー
プの実効的な監査に寄与いただけるものと判断し、社外監査役として選任しています。
また、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」および東京証券取引所が定める独立
性基準に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、同氏を独立
役員として指定しています。

小林泰子氏は、グローバルに展開する大手IT企業において、事業部門の要職を歴任する
等、本業界の事業領域分野に関して充分な知見と経験を有しています。また、大手IT企
業のグループ会社の設立に際して取締役執行役員に就任して組織の立ち上げに従事され
るなど、企業の経営に深く関与された経歴があります。さらに、就任以来、取締役会の
みならず、各委員会において、それらの知見に基づいた有効な意見・見解を示していた
だいていることから、引き続き、高収益モデルへのシフトをはじめとする当社グループ
が推進する経営課題に関して適切な監督・助言をいただけるものと期待して、当社社外
取締役として選任しています。
また、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」および東京証券取引所が定める独立
性基準に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、同氏を独立
役員として指定しています。

Thomas Owsley Rodes（通称名 Toby Rodes）氏は、米国の資産運用会社Kaname Capital, 
L.P.の共同創業者かつ最高投資責任者です。同氏は、長年の資産運用会社の業務を通じ
て独自のスクリーニングモデルを開発し、投資先企業の経営陣と資本構成、コーポレー
ト・ガバナンス等の分野で協働してきた経験を有しています。就任以来、投資家の目線
に基づいた有効な意見・見解を示していただいていることから、引き続き、当社グルー
プ経営へ適切な監督・助言をいただけるものと期待して当社社外取締役として選任して
います。
なお、同氏がその共同創業者・最高投資責任者を務めているKaname Capital, L.P.は当社
の株主ですが、当社が策定する「社外役員の独立性判断基準」に定める「主要な株主」
には該当せず、当社としては、同氏の独立性について問題ないと判断しています。ま
た、前述の「社外役員の独立性判断基準」および東京証券取引所が定める独立性基準に
則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、同氏を独立役員とし
て指定しています。

⽤弘美⽒は、⼤⼿航空会社において要職を歴任し、現在、地⽅銀⾏において取締役監査
等委員に就任しているなど、企業運営や監査に関する豊富な業務経験と知⾒を有してい
ます。同⽒が有するこれらの経験と識⾒が当社グループの実効的な監査に寄与いただけ
るものと判断し、社外監査役として選任しています。
また、当社の定める「社外役員の独立性判断基準」および東京証券取引所が定める独立
性基準に則り、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断したため、同氏を独立
役員として指定しています。

独 立 役 員 届 出 書

異動内容
本人の
同意

異動（予定）日

役員の属性（※２・３）

会社名

提出日 2026/5/27

独立役員届出書の
提出理由

番号

2026/6/19

コード株式会社ＩＤホールディングス 4709

・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。
・個別の社外役員について記載内容の更新があるため。

社外取締役／
社外監査役

独立役員氏名

⽤ 弘美

該当事項はありません。

小林 泰子

白畑 尚志

Thomas Owsley Rodes
（通称名 Toby Rodes）

小林泰子氏は、当社グループの主要な取引先である日本アイ・ビー・エム
株式会社の出身者です。直近事業年度において、当社グループにおける同
社の売上構成比は7.0％で、同社が属するIBMグループ全体では、売上構成
比は12.0％となります。当社グループは IBMグループ全体と一定量の取引
がありますが、同氏は初選任された当社第57期定時株主総会（2025年６
月開催）の11年前に同社を退社しており、独立性に影響を及ぼすものでは
ないと判断しています。

入野 泰一

該当事項はありません。

鈴木 千佳子

該当事項はありません。

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している（※１）
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４．補足説明

※１ 社外役員のうち、独立役員の資格を充たす者の全員について、独立役員として届け出ている場合には、チェックボックスをチェックしてください。
※２ 役員の属性についてのチェック項目

　a．上場会社又はその子会社の業務執行者
　b．上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与（社外監査役の場合）
　c．上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
　d．上場会社の親会社の監査役（社外監査役の場合）
　e．上場会社の兄弟会社の業務執行者
　f．上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
　g．上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
　h． 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
　i． 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）
　j． 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）
　k． 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）
　l． 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）
以上のa～lの各項目の表記は、取引所の規則に規定する項目の文言を省略して記載しているものであることにご留意ください。

※３ 本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」を表示してください。
近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」を表示してください。

※４ a～ｌのいずれかに該当している場合には、その旨（概要）を記載してください。
※５ 独立役員の選任理由を記載してください。

当社は、社外取締役および社外監査役の独立性を確保するための判断基準「社外役員の独立性判断基準」を定め、コーポレートガバナンス・ガイドラインの別紙として
公表しています。
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